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１ 

 

Ⅰ．高速道路株式会社法第１０条に基づく事業計画について 
事業計画については、高速道路株式会社法（以下、会社法）第１０条に基づ
き、高速道路株式会社（以下、会社）が、毎事業年度の開始前に、その事業年
度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けることとなっている。 
 
 平成１９事業年度の事業計画については、事業全体としては総額４，８９１
億円の事業費、うち高速道路事業に係る総額は４，２６１億円の事業費を予定
している。資金計画については、合計２，５８９億円の資金を政府からの財政
投融資（政府保証債）や民間金融機関からの借入金等により調達する予定であ
る。収支予算については、当期純利益として９億円発生する予定である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ⅱ．事業計画 

１．高速道路事業に係る事業計画 
平成１９事業年度における高速道路事業については、高速道路の新設・改築、
及び維持、修繕、災害復旧等で構成される。 
 高速道路の新設、改築については、信頼性の高い高速道路ネットワークを構
築するため、計画的かつ重点的な高速道路整備を行うとともに、その機能向上
強化を図るため、２，２４７億円の事業費（一般管理費、建設中利息を除くと
２，０３７億円）を予定している。また、本事業年度内の開通予定道路として、
北海道横断自動車道（トマム～十勝清水）２０．９ｋｍ、東関東自動車道（君
津～富津中央）９．２ｋｍ、北関東自動車道（宇都宮上三川～真岡）７．５ｋ
ｍ、（笠間～友部）９．１ｋｍ、一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道）
（八王子～あきる野）０．４ｋｍ、（鶴ヶ島～川島）７．７ｋｍを予定している。 

 
高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理費に関しては、適正かつ効率
的な維持管理や道路施設について中長期的に管理するために必要な修繕を実施
するため、２，０１３億円の事業費を予定している。 
なお、他の高速道路株式会社の事業範囲における高速道路の新設・改築、及
び維持、修繕、災害復旧等に関する事業は、本事業年度において事業実施予定
はない。 
以上の内容をまとめると、高速道路事業に係る平成１９事業年度の事業計画

は下記のとおりである。 

 

２ 

 
事業区分 事業の概要（実施の方法・事業量） 所要資金の額

高速道路の新設、改築 
 

北海道縦貫自動車道など計１０道路４８４ｋｍの新
設、東北横断自動車道など計１７道路５１ｋｍの改築 

２，２４７

高速道路の維持、修繕、災害復旧そ
の他の管理 

北海道縦貫自動車道など計３４道路３，３９０ｋｍの
維持、修繕等 ２，０１３

高速道路株式会社法第五条第２項に
規定された以外の高速道路における
新設、改築 

 

― 

高速道路株式会社法第五条第２項に
規定された以外の高速道路における
維持、修繕、災害復旧等 

  
 

― 

合計Ａ（高速道路事業）  ４，２６１

単位：億円

※なお、上記以外に道路資産賃借料５，５９７億円の支出が存在する。 
 
 
 
 
 



 

２．高速道路事業以外の事業に係る事業計画 
平成１９事業年度における高速道路事業以外の事業については、休憩所、給
油所等の建設・管理、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、
維持、修繕等、及びその他事業で構成される。 
高速道路の休憩所、給油所等の建設・管理に関しては、高速道路の供用に伴
う新規のサービスエリア等の建設、既存サービスエリア等の管理及び今後の事
業準備を行うため、１１１億円の事業費を予定している。 
国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等に関し
ては、新直轄方式で建設されている高速道路についての国の委託事業や、高速
道路事業に関連する他の道路事業の委託事業を着実に実施するため、５００億
円の受託事業費を予定している。 
なお、その他事業については、駐車場事業、トラックターミナル事業、高架
下の占用施設を活用した事業、広告事業、カード事業、Ｗｅｂ事業などを展開
するため、１９億円の事業費を予定している。 

 
以上の内容をまとめると、高速道路事業以外の事業に係る平成１９事業年度
の事業計画は下記のとおりである。 

 単位：億円
 

事業区分 事業の概要（実施の方法・事業量） 所要資金の額
高速道路の休憩所、給油所等の
建設・管理 

 

京葉道路幕張パーキングエリアなど計５箇所のサー
ビスエリア・パーキングエリアの建設 
北海道縦貫自動車道有珠山サービスエリアなど計２
６５箇所のサービスエリア・パーキングエリアの管理 

１１１

国、地方公共団体等の委託に基
づく道路の新設、改築、維持、
修繕等（※１） 

日本海沿岸東北自動車道などの新設に関する受託工
事、「一般国道４６８号首都圏中央連絡自動車道の新
設事業並びに一般国道４６８号首都圏中央連絡自動
車道と高速自動車国道館山自動車道との連結及び交
差する区間の事業の用地取得等の施行に関する細目
協定」に基づく受託工事ほか 

５００

高速道路株式会社法第五条第２
項に規定された以外の高速道路
における休憩所、給油所等の建
設・管理 

  
 
   ― 

その他の事業 
 

駐車場事業１箇所、トラックターミナル事業２箇所、
占用施設活用事業４５箇所、広告事業、カード事業ほ
か 

１９

合計Ｂ（高速道路事業以外）  ６３０

  
合計（Ａ＋Ｂ）（全事業）  ４，８９１

※１ この中には、会社法第５条第５項に基づいて、国、地方公共団体、地方道路公社以
外の事業者の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等の所要資金８億円を含
む。 

 
 

 

３ 



■資金計画書 
平成１９事業年度の資金計画書は下記のとおりである。 

金 額 
科 目 

合 計 高速道路事業 高速道路事業以外

収入の部 
（営業的収入） 
 高速道路事業営業収入 
 関連事業営業収入 
  ＳＡ・ＰＡ事業収入 
  その他の事業収入 
  受託事業収入 
営業外収入 

（資本的収入） 
 社債・借入金 
  政府保証債 
  政府からの無利子借入金 
  機構からの無利子借入金 
  財投機関債 
民間借入金 

 前期繰越金 

７，２３６
６２６
１１１
１６
５００
０

２，５８９
１， １２４

０
０

２５０
１， ２１５

８７７

７，２３６

０

２， ５８９
１， １２４

０
０

２５０
１， ２１５

７８４

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２，５８９） 
（１，１２４） 
（    ０） 
（    ０） 
（  ２５０） 
（１，２１５） 
（  １７１） 

６２６
１１１
１６

５００
０

９２

合  計 １１，３２８ １０，６１０ （２，７６０） ７１８

支出の部 
（営業的支出） 
 高速道路管理費 
  道路維持管理費 
  道路業務管理費 
  一般管理費等 
 道路資産賃借料 
 関連事業管理費 
  ＳＡ・ＰＡ事業管理費 
  その他の事業管理費 
受託事業営業費 

（資本的支出） 
 高速道路新設・改築費 
  新設・改築費 
  一般管理費等 
  支払利息等 
 高速道路修繕費 
  修繕費 
一般管理費等 

  支払利息等 
 関連事業建設費 
  ＳＡ・ＰＡ事業建設費 
  その他の事業建設費 
 社債等償還金 
 次期繰越金 

１， ４４６
７０１
４９１
２５４

５，５９１
５９０
７４
１６
５００

２， ２４７
２，０３７
１２４
８７
５６７
４９８
５５
１４
４０
３７
３
９２
７５４

１， ４４６
７０１
４９１
２５４

５，５９１

２， ２４７
２，０３７
１２４
８７
５６７
４９８
５５
１４

８６
６７２

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２，２１４） 
（２，００４） 
（   １２３） 
（   ８７） 
（  ３７５） 
（  ３１９） 
（   ４３） 
（   １４） 
 
 
 
 
（  １７１） 

５９０
７４
１６
５００

４０
３７
３
６
８２

合 計 １１，３２８ １０，６１０ （２，７６０） ７１８

単位：億円

 

４ 

※ 端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。
※ 高速道路事業欄の（ ）書きは、機構へ承継する道路資産の形成に係る資金計画である。 
※ 前期繰越金には前年度の「道路資産賃借料」の未払金４６１億円を、次期繰越金には当年度の「道路資産
賃借料」の未払金４６６億円を含む。 

 



 

■収支予算書

平成１９事業年度の収支予算書は下記のとおりである。 単位：億円

金 額 
科 目 

合 計 高速道路事業 高速道路事業以外 

Ⅰ．高速道路事業営業損益 
１．営業収益 
（１）料金収入 
（２）その他収入 

          ・道路資産完成高 
２．営業費用 

  （１）道路資産賃借料 
    （２）道路資産完成原価 
（３）管理費用 

・維持修繕費 
     ・管理業務費 
     ・一般管理費等 
     ・租税公課 
     ・減価償却費 
  （４）引当金等 

高速道路事業営業利益 
Ⅱ．関連事業営業損益 
１．営業収益 
（１）ＳＡ・ＰＡ事業収入 
（２）その他の事業収入 
（３）受託事業収入 
２．営業費用 
  （１）ＳＡ・ＰＡ事業費 
（２）その他の事業費 
（３）受託事業費 

関連事業営業利益 
全事業営業利益 

Ⅲ．営業外収益 
Ⅳ．営業外費用 

経常利益 
Ⅴ．特別利益 
Ⅵ．特別損失 
       税引前当期純利益 
       法人税、住民税及び事業税 
       法人税等調整額 
       当期純利益        

８，９７７

７，２２２

１， ７５５

１， ７５５

８，９６４

５，３３０

１， ７５５

１， ５４８

６６８

４７２

２３８

１４

１５６

３３１

１３

５７９

１０５

１５

４５９

５６４

８９

１６

４５９

１６

２９

０

１４

１５

０

０

１５

６

０

９

 
８，９７７ 
７，２２２ 
１，７５５ 
１，７５５ 
８，９６４ 
５，３３０ 
１，７５５ 
１，５４８ 
６６８ 
４７２ 
２３８ 
１４ 

１５６ 
３３１ 
１３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１３ 
０ 
１３ 
０ 
０ 
０ 
０ 
 ０ 
０ 
０ 

５７９

１０５

１５

４５９

５６４

８９

１６

４５９

１６

１６

０

０

１５

０

０

１５

６

０

９

※ 端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。 
※ 引当金等にはマイレージ割引費用等を計上している。 

 

５ 


